
トラック運転者の
変形労働時間制導入のポイント

― 1年単位の変形労働時間制 －

奈良労働局 労働基準部 監督課
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1年単位の変形労働時間制について

変形労働時間制の種類

今回説明する内容は…
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１.１年単位の変形労働時間制の採用方法

２.労使協定に定める事項

３.対象期間における労働日数の限度

４.労働日と労働時間の特定

５.対象期間における連続労働日数

６.１日・１週間の労働時間の限度

７.割増賃金の支払い
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事
業
場
の
業
務
の
実
態

業
務
の
繁
閑
が

比較的少ない場合

ある場合

直前にならないと
わからない場合
（規模30人未満の小
売業、旅館、料理・
飲食店に限る）

1週間に休日が2日
程度確保できる場合

1日の所定労働時間
が短縮できる場合

月始め・月末・特定週
等に業務が忙しい場合

特定の季節（夏季・冬
季など）、特定の月な
どに業務が忙しい場合

始業・終業の時刻を労
働者に自由に選択させ
ることが場合

完全週休2日制の採用

土曜日を半日勤務とする制度
〔例：月～金が7時間20分、
土が3時間20分〕の採用など

１か月単位の変形労働時間制
の採用

１年単位の変形労働時間制の
採用

１週間単位の非定型的変形労
働時間制の採用

フレックスタイム制の採用

変形労働時間制の種類1
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１年単位の変形労働時間制について2

年間の業務の繁閑を事前に予測できる場合に適しています。
荷主の都合により業務量が直前にならないとわからないような場合は、1年単位
の変形労働時間を導入するメリットよりもデメリットが大きいです。

１年以内の一定の期間を平均して１週間当たりの労働時間が40時間以内となるよう

に、労働日および労働日ごとの労働時間を設定

労働時間が特定の日に８時間を超えたり、特定の週に40時間を超えることが可能になる。
（年間の労働日数や労働時間の上限あり）

１年位の変形労働時間制
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１年単位の変形労働時間制を導入するには、

①就業規則※などに規定

②労使協定で必要事項を定める

更に、締結した労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

※常時使用する労働者が10人以上の場合は、就業規則の作成・届出が必要です。

１.１年単位の変形労働時間制の採用方法

両方が必要となります。
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次の①～⑤の事項すべてを定める必要があります。

２.労使協定に定める事項

① 対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を明確に定める必要がある。
労働した期間が対象期間より短い労働者（途中採用者・途中退職者など）について

も、賃金の清算を条件に対象とすることができる。

② 対象期間および起算日
対象期間は、１か月を超え１年以内の期間に限る。
対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合に限り、当該期間の起算日も必要。
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２.労使協定に定める事項

③ 特定期間
②の対象期間中の、特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めることができる。

特定期間を定めることによって、特定期間中は連続して労働させる日数の限度が長く
なる。

④ 労働日及び労働日ごとの労働時間
労働日及び労働日ごとの労働時間は、②の対象期間を平均し１週間当たりの労働時

間が40時間を超えないよう、また、定められている限度内にしなければならない。
また、特定した労働日又は労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできない。

⑤ 労使協定の有効期間
労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は②で定める対象期間より長

い期間とする必要があるが、１年単位の変形労働時間制を適切に運用するためには対
象期間と同じ１年程度とするのが望ましい。
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対象期間における労働日数の限度は、１年当たり280日（対象期間が３か月を超え１年

未満であるときは、次の式で計算した日数となる。）。

３.対象期間における労働日数の限度（対象期間が３か月を超える場合に限る）

◎ 労働日数の限度の計算方法

280日 ×
対象期間の暦日数

365日 （小数点以下は切捨て）

次の①、②のいずれにも該当する場合には、１年当たり280日（対象期間が３か月を超え１年未満
であるときは、上記の式により計算した日数）と、旧協定（今回の協定の対象期間の初日の前１年以
内に締結した３か月を超える期間を対象期間とする１年単位の変形労働時間制の労使協定をいう）の
対象期間について１年当たりの労働日数から１日を減じた日数のいずれか少ない日数
① 事業場に旧協定があるとき
② 今回の協定の労働時間が次のいずれかに該当するとき
イ １日の最長労働時間が、旧協定の１日の最長労働時間または９時間のいずれか長いほうを
超える。

ロ １週間の最長労働時間が、旧協定の１週間の最長労働時間または48時間のいずれか長い時間
を超える。

例外
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対象期間を平均して、１週間の労働時間が40時間以内となるよう、対象期間内の各

日、各週の所定労働時間を定める。対象期間の全期間にわたって定めなければならな

いが、対象期間を１か月以上の期間に区分することとした場合には、

① 最初の期間における労働日

② 最初の期間における労働日ごとの労働時間

③ 最初の期間を除く各期間における労働日数

④ 最初の期間を除く各期間における総労働時間数

を定めればよい。

この場合でも、最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間について

は、その期間の始まる少なくとも30日前に、当該事業場の労働者の過半数で組織する

労働組合がある場合においてはその労働組合（労働者の過半数で組織する労働組合が

ない場合には労働者の過半数を代表する者）の同意を得て、書面により定めなければ

ならない。

４.労働日と労働時間の特定

9



対象期間（１年）

初日

１か月 １か月 １か月

最初の期間

①労働日
②各労働日ごと
の労働時間

労使協定締結時
に特定

①労働日数
②総労働時間

3/31までに労働
日と労働日ごとの
労働時間を特定

①労働日数
②総労働時間

5/1までに特定

4/1 5/1 6/1 7/1

（4月1日を起算日とした場合）
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〇 対象期間を通した所定労働時間の総枠は、次の計算式によることになる。

対象期間における
所定労働時間総枠 ≦ 40時間 ×

対象期間の暦日数

7

対象期間 所定労働時間の総枠の上限

１年（365日の場合） 2,085.71時間

6か月（183日の場合） 1,045.71時間

3か月（92日の場合） 525.71時間
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〇 １日の所定労働時間を一定とした場合１週平均40時間をクリアするための1日の所定
労働時間と年間休日日数の関係は次のようになる。

必要な年間休日日数 ＝
1日の所定労働時間×7日－40時間

1日の所定労働時間×7日
×365日（366日）

（計算結果の小数点以下は切り上げ）

1日の所定労働時間 必要な年間休日日数

8時間00分
1年365日の場合

105日
1年366日の場合

105日

7時間45分 96日 97日

7時間30分 87日 88日
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５.対象期間における連続労働日数

連続労働日数は原則として６日まで。
ただし、「特定期間」を設ければ１週間に１日の休日が確保できる日数（最長12日）とする
ことができる。
ただし、対象期間の相当部分を特定期間として定める労使協定は認められない。また、一

旦締結した特定期間を対象期間の途中で変更することも認められない。

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

休 出 出 出 出 出 出 休 出 出 出 出 出 出 休

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

休 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 休

6日 6日

第1週 第2週

最長12日まで可能

（原則）

（特定期間）
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1. １日当たりの労働時間 → 10時間
１週間当たりの労働時間 → 52時間

2. 対象期間が3か月を超える場合の制限
① 48時間を超える所定労働時間を設定した週が連続3週間以内であること
② 起算日から3か月ごとに区切った各期間に、48時間を超える所定労働時間を設定
した週の初日の数が3以内であること

以上の「週」については対象期間の初日の曜日を起算とする7日間。

６.１日・１週間の労働時間の限度
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月 暦日 労働時間 休日日数 労働日数 総労働時間

4月 30 8:00 7 23 184:00

5月 31 8:00 9 22 170:00

6月 30 8:00 5 25 200:00

7月 31 8:00 6 25 200:00

8月 31 8:00 10 21 168:00

9月 30 8:00 8 22 176:00

10月 31 7:00 6 25 175:00

11月 30 7:00 7 23 161:00

12月 31 7:00 8 23 161:00

1月 31 7:00 9 22 154:00

2月 28 7:00 6 22 154:00

3月 31 7:00 7 24 168:00

計 365日 88日 277日 2077：00

チェック1

OK対象期間の総労働日数が限度を超えていないか

チェック2

OK1日及び1週間の労働時間が限度を超えていないか

チェック3

OK連続して労働させる日数が限度を超えていないか

チェック4

OK対象期間の総労働時間数が限度を超えていないか



機械器具製造業 〇〇工業(株) 奈良市法蓮町〇〇－〇（0742-〇〇－〇〇〇〇） 30

30 対象期間１年 特定期間なし
（令和3年4月1日）

３９ ５８
令和3年4月1日から
令和4年3月31日

8 00 48  00
278

0

0

６

－

令和2年4月1日から令和3年3月31日 8 00

48 00 277

奈良

令和３ ３ 15

令和3 ３ 12

〇〇工業(株)
代表取締役社長 生駒 一郎

製造主任
奈良 太郎

話し合いにより選出

✔

✔
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１年単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働となる

時間は次のとおりです。

7.割増賃金の支払い

①１日の法定労働時間外労働→８時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日
は８時間を超えて労働した時間

②１週間の法定労働時間外労働→40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週
は40時間を超えて労働した時間（①で時間外労働となる時間を除く）

③対象期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間（①または②で時間外労働となる時間
を除く）

19



休

10
時
間

休

9
時
間

８
時
間

８
時
間

８
時
間

５
時
間

日 月 火 水 木 金 土 日

労使協定で８時間を超える時間
を定めたとき

その時間を超えた時間が
時間外労働

それ以外のとき

8時間を超えた時間が
時間外労働

①１日について

労使協定で特定された
時間（所定労働時間）

時間外労働となる時間

①１日の法定労働時間外労働→８時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日
は８時間を超えて労働した時間
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50
時
間

48
時
間

48
時
間

44
時
間

40
時
間

40
時
間

40
時
間

40
時
間

40
時
間

38
時
間

32
時
間

週 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

労使協定で40時間を超える時間
を定めたとき

その時間を超えた時間が
時間外労働

それ以外のとき

40時間を超えた時間が
時間外労働

②１週について

労使協定で特定された
時間（所定労働時間）

時間外労働となる時間

②１週間の法定労働時間外労働→40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週
は40時間を超えて労働した時間（①で時間外労働となる時間を除く）

21



50
時
間

48
時
間

48
時
間

44
時
間

40
時
間

40
時
間

40
時
間

40
時
間

40
時
間

38
時
間

32
時
間

週 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

労使協定で特定された
時間（所定労働時間）

時間外労働となる時間

③対象期間の法定労働時間総枠を超えて労働した時間（①または②で時間外労働となる時間を除く）

対象期間

③対象期間全体について

40 ×
対象期間の暦日数

7

を超えた時間が時間外労働
（ただし、①②を除く）
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◎ 途中採用者・途中退職者等の取り扱い

対象期間より短い労働をした者に対しては、実際に労働させた時間を平均して週40時間を
超えた労働時間について、次の式により割増賃金を支払うことが必要である。
割増賃金の清算を行う時期は、途中採用者の場合は対象期間が終了した時点、途中退職者

の場合は、退職した時点となる。

割増賃金を支払う時間
実労働期間における

実労働時間
実労働期間における
法定労働時間の総枠

実労働期間における
7.①、②の時間外労働＝ － －

計算式

実労働期間における法定労働時間の総枠の計算式
（実労働期間の暦日数÷７日）× 40時間
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時間外、休日および深夜の割増賃金（労働基準法第37条）

時間外・法定休日および深夜労働は、割増賃金を支払わなければならない。

◎時間外・法定休日・深夜の労働に対する割増賃金率

法定時間外労働 25％以上
月60時間を超える法定時間外労働（令和５年４月から） 50％以上
法定休日労働 35%以上
深夜労働（午後10時～午前５時） 25％以上

36協定を届け出ていて時間外・休日の労働
が認められていても、割増賃金の支払いは
必要です。



ご視聴ありがとうございました
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